
令和６年度　各会計別補正予算（案）概要

令和６年９月

前  年  度

既定予算額 補正予算額 　　計　　　A     予  算  額  B C=A-B C/B×100

千円 千円 千円 千円 千円 ％

一 般 会 計 337,959,094 8,830,481 346,789,575 335,181,440 11,608,135 3.5
（ 第 ３ 号 補 正 ）

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 72,836,932 13,280 72,850,212 72,297,368 552,844 0.8
（ 第 ２ 号 補 正 ）

介 護 保 険 特 別 会 計 68,260,129 2,674,632 70,934,761 69,025,221 1,909,540 2.8
（ 第 １ 号 補 正 ）

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 18,890,245 778 18,891,023 17,688,093 1,202,930 6.8
（ 第 １ 号 補 正 ）

合　　　　　　計 497,946,400 11,519,171 509,465,571 494,192,122 15,273,449 3.1

＊前年度予算額は、各会計とも令和５年度の最終予算額である。

令　和　６　年　度　予　算　額 比  較  増  減
区　　　　　分
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令和６年度　一般会計補正予算（第３号）総括表
　（１）歳入予算款別表

計 前年度予算額 比  較  増  減

金      額 構成比 金      額 構成比 金      額 前年度比

千円 千円 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

  1 特別区税 52,314,744 0 52,314,744 15.1 54,366,929 16.2 △2,052,185 △3.8

  2 地方譲与税 1,066,001 0 1,066,001 0.3 983,701 0.3 82,300 8.4

  3 利子割交付金 108,000 0 108,000 0.0 177,000 0.1 △69,000 △39.0

  4 配当割交付金 919,000 0 919,000 0.3 942,000 0.3 △23,000 △2.4

  5 株式等譲渡所得割交付金 950,000 0 950,000 0.3 691,000 0.2 259,000 37.5

  6 地方消費税交付金 15,300,000 0 15,300,000 4.4 15,300,000 4.6 0 0.0

  7 自動車取得税交付金 1 0 1 0.0 4,876 0.0 △4,875 △100.0

  8 環境性能割交付金 261,000 0 261,000 0.1 238,000 0.1 23,000 9.7

  9 ゴルフ場利用税交付金 2,403 0 2,403 0.0 2,570 0.0 △167 △6.5

 10 地方特例交付金 3,514,717 0 3,514,717 1.0 659,248 0.2 2,855,469 433.1

 11 交通安全対策特別交付金 73,000 0 73,000 0.0 73,000 0.0 0 0.0

 12 特別区交付金 111,900,000 0 111,900,000 32.3 111,059,000 33.1 841,000 0.8

 13 分担金及び負担金 1,974,500 △1,845 1,972,655 0.6 2,211,749 0.7 △239,094 △10.8

 14 使用料及び手数料 4,426,244 △2,616 4,423,628 1.3 4,668,866 1.4 △245,238 △5.3

 15 国庫支出金 68,668,444 1,780,592 70,449,036 20.3 70,141,387 20.9 307,649 0.4

 16 都支出金 33,341,483 328,923 33,670,406 9.7 41,370,340 12.3 △7,699,934 △18.6

 17 財産収入 586,252 48,619 634,871 0.2 684,024 0.2 △49,153 △7.2

 18 寄付金 51,331 3,000 54,331 0.0 219,124 0.1 △164,793 △75.2

 19 繰入金 35,582,075 3,978,228 39,560,303 11.4 21,686,276 6.5 17,874,027 82.4

 20 繰越金 3,500,000 2,672,219 6,172,219 1.8 6,429,153 1.9 △256,934 △4.0

 21 諸収入 3,419,899 23,361 3,443,260 1.0 3,269,197 1.0 174,063 5.3

 22 特別区債 0 0 0 0.0 4,000 0.0 △4,000 △100.0

歳  入  合  計 337,959,094 8,830,481 346,789,575 100.0 335,181,440 100.0 11,608,135 3.5

＊前年度予算額は、令和５年度の最終予算額である。
＊構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

科　　　目 （款） 既定予算額 補正予算額
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　（２）歳出予算款別表
計 前年度予算額 比  較  増  減

金      額 構成比 金      額 構成比 金      額 前年度比

千円 千円 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

  1 議会費 955,832 0 955,832 0.3 966,770 0.3 △10,938 △1.1

  2 総務費 41,300,186 72,781 41,372,967 11.9 37,709,192 11.3 3,663,775 9.7

  3 民生費 153,823,387 2,285,540 156,108,927 45.0 167,730,780 50.0 △11,621,853 △6.9

  4 産業経済費 7,392,984 463,145 7,856,129 2.3 6,483,828 1.9 1,372,301 21.2

  5 環境衛生費 29,071,143 103,913 29,175,056 8.4 24,210,411 7.2 4,964,645 20.5

  6 土木費 25,930,682 130,890 26,061,572 7.5 22,147,354 6.6 3,914,218 17.7

  7 教育費 48,899,285 5,816,337 54,715,622 15.8 44,875,509 13.4 9,840,113 21.9

  8 公債費 2,956,048 0 2,956,048 0.9 3,789,071 1.1 △833,023 △22.0

  9 諸支出金 27,229,547 △42,125 27,187,422 7.8 26,868,525 8.0 318,897 1.2

 10 予備費 400,000 0 400,000 0.1 400,000 0.1 0 0.0

歳  出  合  計 337,959,094 8,830,481 346,789,575 100.0 335,181,440 100.0 11,608,135 3.5

＊前年度予算額は、令和５年度の最終予算額である。
＊構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

科　　　目 （款） 既定予算額 補正予算額
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令和６年度　一般会計補正予算（第３号）性質別経費

令　和　６　年　度　予　算　額 前年度予算額 比 較 増 減

区　　　　　分 既  定  予  算　額 補正予算額 計 金    額 金    額 前年度比

金　　額 構成比 金　　額  金　　額 A 構成比 B C=A-B C/B×100

千円 ％ 千円 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

人　  　件　  　費 44,108,224 13.1 4,050 44,112,274 12.7 39,724,315 11.9 4,387,959 11.0

扶　　　助　　　費 112,236,420 33.2 1,771,760 114,008,180 32.9 109,727,293 32.7 4,280,887 3.9

公　　　債　　　費 2,956,048 0.9 0 2,956,048 0.9 3,789,071 1.1 △833,023 △22.0

投　資　的　経　費 45,193,865 13.4 141,083 45,334,948 13.1 33,510,321 10.0 11,824,627 35.3

その他一般行政経費 133,464,537 39.5 6,913,588 140,378,125 40.5 148,430,440 44.3 △8,052,315 △5.4

合　　　　　計 337,959,094 100.0 8,830,481 346,789,575 100.0 335,181,440 100.0 11,608,135 3.5

＊前年度予算額は、令和５年度の最終予算額である。
＊構成比は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

構成比
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令和６年度 一般会計補正予算（第３号）主要事業概要 
（単位：千円） 

款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
総務費 

 
72,781 

１ 納税事務 52,200 

 
1 過誤納還付金 52,200千円 

税の修正申告などで発生する令和5年度以前の課税額に対する還付金について、令和6年度は
各月の支出額が例年と比較して多く、予算が不足する見込みであるため、増額計上する。 

(1)補正予算額 

当初予算額（A） 還付実績(4～7月) 年間見込額（B） 補正額(B-A) 

179,000千円 
137,815千円 

(前年度比169%) 
231,200千円 52,200千円 

(2)実績と今後の想定 
令和6年4月から7月末の還付金の実績件数は前年と比べ1.4倍（1,050件→1,475件 差引+425

件）、還付金額は1.69倍（81,691千円→137,815千円 差引+56,124千円）と増大している。 
例年の傾向として、6月に還付件数がピークを迎えるが、9月以降の件数は落ち着いていく。 
そのため、令和6年度においても9月以降の件数は前年度並みとなると想定し、年間支出額は

1.3倍程度（179,000千円→231,200千円 差引+52,200千円）になると見込んだ。 

(3)還付金が急増した理由・背景 
株式譲渡にかかる令和6年度分の住民税は、令和5年の利益のみで計算した税額で特別徴収さ

れている。しかし、令和2年から4年分の株式譲渡で損失が生じ、令和5年中に利益を得た場合は、
令和5年分の確定申告により、利益から損失を相殺した所得で令和6年度分の住民税が決定され
るため、すでに特別徴収された税額が減額となり、還付が発生するため。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（総務費） 

 

２ 情報システムの構築、 
改造事業 

 
 
 
 
 
 
 

37,741 
(1 の補正額 

3,416  
＋   

2 の補正額 
2,178  
＋   

3 の補正額 
32,147) 

 
1 福祉総合システム改修 3,416千円 

区内在住の自宅で介護を受けている寝たきり高齢者に対し、理美容師の自宅訪問により調髪
等を行う理美容サービス（年6回利用可）の実施方法の変更に伴い、システム改修を行う。 
(1)実施方法の変更理由 

利用券を直接利用者へ送付することにより、個人情報紛失のリスクを軽減しつつ、押印を不
要とすることで、利用者がよりスムーズにサービスを受けられるようにする。 
(2)事業の変更点 

ア 利用確認のための押印を不要とする。 
イ 利用券の送付先を理美容店から利用者本人に変更する。 

変更前 変更後 

利用者は、理美容店から利用券を受け取り、押
印後、理美容店へ渡す。 

利用者は、足立区から送付された利用券
を理美容店へ渡す。 

(3)改修内容 
ア 利用券のレイアウト変更（窓あき封筒対応） 
イ 利用券および利用者リストの並び順を理美容店順から利用者の住所順へ変更 

(4)運用開始時期（予定） 
令和7年2月 

 
2 施設予約システム改修 2,178千円 

メールサーバー機能の一部について令和6年11月29日にサポートが終了するため、メールサー
バーの改修（切替）を行う。 
(1)対象施設 

ア 生涯学習センター、地域学習センター 
イ スポーツ施設 
ウ ギャラクシティ 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（総務費） 

  
（情報システムの構築、 

改造事業） 

 
 

 
3 ガバメントクラウド移行（システム標準化対応）に伴うシステム改修 32,147千円 

区では令和7年度末までに、法律で定められた標準化対象システムをガバメントクラウドに移
行する予定である。再構築を行い新たに移行費用が判明したシステム（①）、システム標準化対
応の詳細が判明し移行スケジュールが前倒しになったシステム（②）、標準化対象外だが区の方
針によりガバメントクラウドへ移行することとしたシステム（③）について、必要な機能の改
修を行う。 

単位：千円 

 システム名 補正額 
令和6年度 
事業費 

令和7年度 
事業費 

総事業費 改修内容 

① 税滞納システム △11,700 
11,000 
(22,700) 

44,317 
(12,300) 

55,317 
(35,000) 

システム標
準化対応 

② 住民記録システム 0 0 229,453 229,453 

ガバメント
クラウドへ
の移行 ③ 

子ども家庭支援システム 3,600 3,600 4,320 7,920 

訪問徴収・電話催告シス
テム 

2,200 2,200 5,280 7,480 

福祉育英資金システム 0 0 28,050 28,050 

学校保健統計システム 10,010 10,010 15,092 25,102 

就学相談システム 24,077 24,077 12,254 36,331 

保健衛生システム 3,960 3,960 12,540 16,500 

 補正額計 32,147 （ ）内は変更前の金額 

※ ①はガバメントクラウドへの移行準備作業が令和7年度にずれ込んだため、令和6年度
は減額補正となった。しかし、システム改修の内容が判明し、プログラムの作成工数が
当初より増加したため、総事業費は増額となった。 

②は令和7年度に契約する予定であったが、スケジュールを前倒しして作業期間を確保
する必要がある旨事業者から申し出があり、令和6年度から契約するために債務負担行
為を設定して対応する。なお、支払いは完了後の令和7年度に行うため、令和6年度の事
業費は0となる。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（総務費） 

 

３ 災害備蓄の管理運営 
事業 

 
 
 
 

30,076 
(1 の補正額 

11,002  
＋   

2 の補正額 
19,074) 

 
1 避難所用カセットコンロ入替購入費用 11,002千円 

区内で備蓄している調理レンジは導入から25年以上が経過し、老朽化が著しいことから故障
の報告が多いものの、開発メーカーが倒産しており、故障時の修繕対応が不可能な状況である。
このため、調理レンジからカセットコンロへ入替購入するための経費を計上する。 
(1)補正予算額 

項目 補正額 積算根拠 

カセットコンロ 6,221千円 
@9,570×650台 
（第一次避難所121か所に各5台＋予備45台） 

カセットボンベ 
(3本セット) 

791千円 
@654×1,210セット 
（第一次避難所121か所に各10セット） 

調理レンジ廃棄 3,990千円 @17,500×228台 
合計 11,002千円  

  ※ 各避難所のコンロ5台で合計35時間使用でき、想定避難者の3日分対応可能 
(2)カセットコンロ導入の効果 

起動手順が複雑かつ使用時に灯油と電気を必要とする調理レンジに比べて、カセットコンロ
は避難者が手軽に使用することができ、乳幼児用ミルクや食料品の温めなどを簡易に行うこと
ができる。なお、カセットボンベはコンロ1台あたり6本の備蓄で、1本につき平均7時間使用可
能である。 
 
2 避難所用口腔衛生ケア用品の購入 19,074千円 

令和6年度当初に実施した被災地調査や過去の災害の状況から、避難所における災害関連死の
原因は、免疫力の低い「高齢者」の口腔衛生の悪化による「誤嚥性肺炎」の割合が高いことが分
かった。そこで、新たな災害備蓄物品として口腔衛生ケア用品を導入する。 
(1)補正予算額 

令和6年度は、第一次・福祉避難所全か所の約1日分346,800回分を購入する。 
（1日の必要想定：避難者想定数153,024人×1日2回＝306,048回＋予備） 

項目 補正額 積算根拠 
マウスウォッシュ 
（290,400回分） 

15,972千円 @55×2,400回×第一次避難所121か所（145,200人分） 

歯磨きシート 
（56,400回分） 

3,102千円 
@55×400回×第一次避難所121か所（24,200人分） 
@55×100回×福祉避難所80か所（4,000人分） 

合計 19,074千円  

(2)口腔衛生ケア用品の品目選定 
ア マウスウォッシュ：避難所では水不足が懸念されるため、水不要タイプを選定 
イ 歯磨きシート：未就学児や要配慮者等、自ら口を濯ぐことが不可能な人でも使用可能で 

あるため選定 
(3)購入計画 

避難者想定数153,024人×1日2回×3日分＝918,144回分を令和8年度までの3年計画で購入予
定。なお、予算の平準化及び再活用を考え、令和7年度･8年度の2年間で残りの約2日分を購入。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（総務費） 

 

４ 防犯活動支援事務 27,970 

 
1 集合住宅駐輪場向け防犯カメラ設置委託 27,970千円 

令和5年度4号補正にて計上し実施した集合住宅駐輪場向け防犯カメラについて、設置した集
合住宅の効果検証を行ったところ、効果が見られたことから、対策をさらに推進するために事
業を拡充し、必要な経費を補正計上する。 
(1)令和5年度の実施内容と効果 

ア 被害が多発している集合住宅を選定し、設置した。 
イ 設置後、設置した全ての集合住宅で自転車盗は発生しなかった。 

(2)防犯カメラ設置経費 27,970千円（約30か所、計50台） 
ア 防犯カメラ本体費用     16,500千円（＠330,000円×50台） 
イ 設置費用          10,835千円（＠216,700円×50台） 
ウ 長期保証・機器故障対応費等   635千円（＠ 12,700円×50台） 

(3)貸与期間 最大1年5か月（令和6年11月～令和8年3月） 
※ 令和6年11月から順次設置 
※ 期間終了後は、防犯対策補助金を案内した上で、自己所有に切り替えて継続 

して設置してもらえるよう所有者等と調整 
(4)設置場所 民間集合住宅等（約30か所） 

※ 区内４警察署と連携の上、自転車盗の被害が多発していると思われる集合住 
宅を選定 

 
  

５ 施設営繕事業 

 
 
 
 
 

△101,979 
(1 の補正額 
△105,979  

＋   
2 の補正額 

4,000) 

 
1 鋸南自然の家大規模改修工事設計委託 △105,979千円 

当初は令和6年度設計、令和7年度から8年度工事の予定であったが、設計委託の入札が二度不
調となり、年度内での設計が困難となったため、設計委託を令和6年度から令和7年度の債務負
担行為とし、工事を令和8年度から9年度施工へ計画変更する。 

令和6年度計上した設計委託費は、前払い金分を残して減額補正する。 
(1)入札不調への対策 

今回の入札不調は、年度当初の発注が集中する時期に、事業者が技術者を確保することがで
きなかったことが原因と考えられるため、発注の時期を4月から11月へ変更し、設計期間の見直
しを行った。 
(2)債務負担行為 

ア 期間  令和7年度 
イ 限度額 105,979千円 
ウ 事業費 151,398千円（令和6年度：45,419千円、令和7年度：105,979千円） 

(3)設計委託の内容 
内・外装改修、機械設備改修、電気設備改修、バリアフリー対応等工事の設計 

(4)改修工事の内容（概算工事費：3,000,000千円） 
ア 建築：内装改修（バリアフリー化含む）、外壁改修（タイル、シール打替え）、屋上防水、 

厨房の乾式化等 
イ 機械：給排水設備・衛生器具更新、空調の個別化、換気設備改修等 
ウ 電気：受変電設備・電灯盤・幹線動力設備改修、電灯・コンセント・カメラ更新等 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（総務費） 

  
（施設営繕事業） 

 

 
(5)今後のスケジュール（予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 休館期間中は国立施設を代替活用し自然教室を実施する。 
 
2 生涯学習センター地下駐車場消防設備改修工事 4,000千円 

令和3年度の点検基準の改正により、令和5年度末に実施した生涯学習センターの消防設備点
検において、地下駐車場の泡消火設備の一斉開放弁（※）の経年劣化による不良（全69か所中8
か所）が発見されたため、令和6年度から令和7年度の債務負担で改修工事を行う。併せて工事
費の前払い金を補正計上する。 

※ 一斉開放弁：スプリンクラー設備等に取り付けられている配管途中に設ける制御弁。火
災の際に解放することで、消火に必要な消火剤や水などをヘッド部分送り
噴出させるための装置。 

(1)工事内容 
消防設備点検で不良のあった泡消火設備の一斉開放弁8か所の交換工事。 
ア 工事費 10,000千円  
【内訳】 
① 一斉開放弁   5,000千円（＠625,000×8） 
② 配管工事    2,000千円 
③ 諸経費等    3,000千円 

イ 工期  令和6年11月から令和8年2月 
(2)債務負担行為 

ア 期間  令和7年度 
イ 限度額  6,000千円 
ウ 事業費 10,000千円（令和6年度：4,000千円、令和7年度：6,000千円） 
 

令和６年度 令和7年度 令和８年度 令和９年度

当初

変更後

着手 完了

設計

議決・着手 完了

工事

着手 完了

設計

議決・着手 完了

工事
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
民生費 

 
2,285,540 

１ 児童手当の支給事業 1,624,050 

 
1 児童手当の支給 1,624,050千円 

児童手当制度の改正に伴い、必要となる経費を補正計上する。 
(1)主な改正内容（令和6年10月分から適用） 

ア 支給対象の拡大（15歳到達年度の児童→18歳到達年度の児童） 対象見込 17,000人 
イ 所得制限の撤廃                      対象見込  4,800人 
ウ 手当月額の増額（第3子以降は30千円）            対象見込 14,000人 

(2)補正予算額 
ア 扶助費 

 当初見込（A） 年間見込（B） 補正額（B-A） 

支給額 9,165,000千円 10,785,000千円 1,620,000千円 

支給児童数(延べ) 858,000人 905,000人 47,000人増 

イ その他事務費 
制度改正に対応する職員の時間外勤務手当 4,050,000円（@2,500×45時間×9人×4か月） 

【特定財源】 
【国】児童手当負担金 1,743,000千円 
【都】児童手当負担金  △61,500千円（国と地方の費用負担の変更による都の負担分減） 
【国】子ども・子育て支援事業費補助金（制度改正への対応事務経費分） 20,000千円 

 
  

２ 介護保険事務 238,404 

 
1 介護サービス事業所への物価高騰支援に係る区独自の特別給付金 238,404千円 

区内介護サービス事業所を対象に、物価高騰支援を目的とした区独自の特別給付金を支給す
る【1年分（令和6年4月～令和7年3月分）】。 
(1)支援実施の背景 
ア 区で算定した令和6年度の報酬改定による上昇分と現在の物価高騰分を比較した結果、報
酬改定の上昇分では不足していることが判明した。 

イ 事業者へのアンケートを実施したところ、報酬改定分では物価高騰による負担に「やや対
応できない」「全く対応できない」と回答した法人が７割程度あった。 

ウ 以上のことから、食材費・光熱水費・ガソリン費を主とした物価高騰分から報酬改定によ
る上昇分を差し引いた金額に対して、令和5年度に実施した給付金と同様に概ね3分の2を支
援することとした。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（民生費） 

  
（介護保険事務） 

 

 
(2)補正予算額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

３ 障がい福祉事務 75,714 

 
1 障がい福祉サービス等事業所への物価高騰支援に係る区独自の特別給付金 75,714千円 

区内障がい福祉サービス等事業所を対象に、物価高騰支援を目的とした区独自の特別給付金
を支給する【1年分（令和6年4月～令和7年3月分）】。 
(1)支援実施の背景 
ア 区で算定した令和6年度の報酬改定による上昇分と現在の物価高騰分を比較した結果、報
酬改定の上昇分では不足していることが判明した。 

イ 事業者へのアンケートを実施したところ、報酬改定分では物価高騰による負担に「やや対
応できない」「全く対応できない」と回答した法人が7割程度あった。 

ウ 以上のことから、食材費・光熱水費・ガソリン費を主とした物価高騰分から報酬改定によ
る上昇分を差し引いた金額に対して、令和5年度に実施した給付金と同様に概ね3分の2を支
援することとした。 

(2)補正予算額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~

~

~

~

~

※　各支給額のカッコ書きは、令和５年度の内容を表している。

1,013 238,404 (387,355)
(76,965) 全事業所数 総支給額（①+②+③）

(0)

訪問

（定員なし）
582 78 ③ 18 96 (135) 582 55,872

(66,555) 108 576 (1,000) 0 0

4,320 (5,810)

101人以上 31 468 864 1,332 (2,295) 31 41,292

31,080 (51,570) 90 480 (830) 9

26,112 (42,560)

61人 100人 37 390 720 1,110 (1,910) 28

16,872 (32,130) 72 384 (665) 6887 312 576 888 (1,530) 19

69 19,872 (33,500)

31人 60人

5 3,330 (5,750) 54 288 (500)30人 74 234 432 666 (1,150)21人

36 192 (335) 102 19,584 (35,510)288 444 (770) 29 12,876 (23,100)

(12,750)

11人 20人 131 156

(1,155) 18 96 (170) 68 6,52878 144 222 (385) 3 666

総支給額

1人 10人 71

1事業所支給額 事業所数 総支給額 加算給付 1事業所支給額 事業所数

（千円）

定員 事業所数
基本

給付

①入所サービス ②通所サービス

加算給付

~

~

~

~

~

※　各支給額のカッコ書きは、令和５年度の内容を表している。

414 75,714 (121,370)
(135) 59 5,664 (8,235) 全事業所数 総支給額（①+②+③）

訪問

（定員なし）
59 78 ③ 18 96

108 576 (1,000) 1 576 (1,000)864 1,332 (2,295) 0 0 (0)101人以上 1 468

480 (830) 2 960 (830)1,110 (1,910) 0 0 (0) 9061人 100人 2 390 720

(12,635)(3,060) 72 384 (665) 16 6,144312 576 888 (1,530) 2 1,77631人 60人 18

10 2,880 (4,000)0 0 (0) 54 288 (500)30人 10 234 432 666 (1,150)21人

192 (335) 79 15,168 (23,450)444 (770) 0 0 (0) 3611人 20人 79 156 288

(17,340)(50,820) 18 96 (170) 94 9,02478 144 222 (385) 151 33,5221人 10人 245

事業所数 総支給額加算給付 1事業所支給額 事業所数 総支給額 加算給付 1事業所支給額
定員 事業所数

基本

給付

①入所サービス ②通所加算

（千円）
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（民生費） 

 

４ 公立保育園の管理運 
営委託事業 
区立認可外保育室の 
管理運営委託事業 
私立保育園の運営費 
助成事業 
地域型保育事業 
家庭的保育事業 
認証保育所運営経費 
助成事業 
企業主導型保育事業 

28,757 

 
1 保育施設への物価高騰支援に係る区独自の特別給付金 28,757千円 

区内保育施設に対する物価高騰支援として、区独自で特別給付金を支給する【1年分（令和6
年4月～令和7年3月分）】。 
(1)支援実施の背景 
ア 光熱費（電気・ガス）について、令和2年度の消費者物価指数を基に算出した物価高騰分
と、公定価格上昇分を比較した結果、令和4年度･5年度から差は縮小しているものの、未だ
物価高騰分に対して公定価格上昇分が追い付いていない状況であることが判明した。 

イ より安定した運営を支援するために、物価高騰対策支援を実施する。なお、物価指数と公
定価格の上昇率の差が令和4年度と比較すると約4分の1まで縮小（19.3→4.7）していること
から、1施設あたり給付額は令和4年度給付額の約4分の1とする。 

年平均の比較 R2 R3 R4 R5 R6 

①物価指数（光熱費） 100.0  99.2  118.6  110.4  110.5  

②公定価格（基本額） 100.0  99.9  99.3  101.1  105.8  

差（①－②） 0.0  △ 0.7 19.3  9.3  4.7  

 

約4分の1 
(2)補正予算額 

定員 
施設数 
(A) 

1施設あたり 
給付額(B) 

給付額【補正額】 
(C=A×B) 

10人以下 101 50,000円 5,050千円 

11～30人 90 75,000円 6,750千円 

31～70人 61 75,000円 4,575千円 

71～90人 32 112,500円 3,600千円 

91～120人 35 156,250円 5,469千円 

121～150人 15 187,500円 2,813千円 

151～300人 2 250,000円 500千円 

合計 336  28,757千円 

※ 各保育施設の定員区分に基づき、給付金を支給する。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（民生費） 

 

５ 私立保育園の運営費 
助成事業 

 
 
 
 

169,128 
(1 の補正額 

150,738  
＋   

2 の補正額 
18,390) 

 
1 私立保育園運営費 150,738千円 

職員配置の改善（4・5歳児30人に1人配置から25人に1人配置）を実現させるため、国が令和6
年4月より「4歳以上児配置改善加算」を創設し、公定価格が増額となった。これに伴い、運営費
も増額となるため、補正予算を計上する。 
(1)補正予算額 

@3,880円／月×38,850人＝150,738,000円 
(2)対象児童数（推定） 

令和6年5月下旬から6月にかけて実施した対象調査・確認の結果により算出。 
【対象園数】申請数104園（全113園中） 

 実績（4月～6月） 見込（7月～3月）※1 計 

4歳児 4,703人 14,391人 19,094人 

5歳児 4,866人 14,890人 19,756人 

計 9,569人 29,281人 38,850人 

※1 7月以降見込は、4～6月実績×102％（途中入園見込も加味）で算定 

【特定財源】 
【国】保育施設型給付費(補助率1/2) 75,369千円 
【都】保育施設型給付費(補助率1/4) 37,684千円 
※ これにより、区の負担額は37,685千円 

 
2 保育士等キャリアアップ補助金 18,390千円 

職員の処遇改善策として、東京都が令和6年4月より「キャリアアップ補助金Ⅱ」（役職加算へ
の補助）を創設した。これに伴い、補助金額を増額するため、補正予算を計上する。 
(1)補正予算額 

@6,130円×12月×250人＝18,390,000円 
(2)対象者数 

250人（令和6年5月下旬から6月にかけて実施した対象調査・確認の結果により算出） 
【対象園数：申請数45園（株式会社・有限会社・学校法人の全58園中）】 
※ 上記以外の社会福祉法人等の園は、東京都が直接補助する。 

(3)補助内容 
国基準を超えて、職務分野別（乳児保育・障がい児保育等）リーダー※を設置した際の場合の

処遇改善に要する経費として補助 
※ リーダー要件：経験年数が概ね3年以上等 

【特定財源】 
【都】保育士等キャリアアップ補助金(補助率10/10) 18,390千円 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（民生費） 

 

６ 複合介入型はつらつ 
高齢者促進事業 

100,003 
 

 
1 複合介入型はつらつ高齢者促進事業の構築 100,003千円 

介護予防・認知症予防の裾野を広げるとともに、個人の活動データを蓄積・管理することで
効果的な事業運営に活かしていくため、ICTを活用した新たな高齢者施策「複合介入型はつらつ
高齢者促進事業」を構築する。 
(1)補正予算額 

科目 項目 補正額 

投資的委託料 
基盤データベースの構築 
既存システム(福祉の森)改修 
連携コンテンツの改修・開発 

77,414千円 

委託料 

基盤データベースの保守・管理等 
連携コンテンツ保守・管理等 
高齢者向けスマホ関連事業 
普及啓発経費(チラシ・ＰＲ動画) 

20,858千円 

備品購入費 情報突合用スタンドアローンＰＣ 944千円 

消耗品費 事業誘導用啓発物品(景品)購入費等 649千円 

通信運搬費 通知発送等郵送料 138千円 

合 計 100,003千円 

(2)事業費 
300,007千円（令和6年度：100,003千円、令和7年度：100,002千円、令和8年度：100,002千円） 

(3)事業内容 
ア デジタルプラットフォームの構築 

日本老年精神医学会考案の認知症リスク早期発見プログラム（J-MCI）や複合介入型オン
デマンド介護予防動画等のオンラインコンテンツの提供とともに、事業参加者の日々の活動
状況や測定結果等の情報を新たに構築する基盤データベースに蓄積する。 

イ 高齢者向けスマートフォン（以下、スマホ）関連事業 
(ア)登録サポート会：事業参加に必要なID登録を支援するスマホ教室 
(イ)事業参加用スマホの無償貸与：事業参加用スマホ100台を最長2年間通信費含めて無償貸与 
(ウ)スマホよろず相談：ID登録者を対象にスマホに関する相談に対応 

(4)今後のスケジュール（予定） 
令和7年2月 テスト運用 

4月 新システム本格稼働開始（区民提供開始） 
事業参加用スマホの貸与開始（～令和9年2月） 

【特定財源】 
都補助金 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金(10/10) 100,000千円（上限額） 
※ 本補助金は最長3年間交付され、令和7年度･8年度もそれぞれ100,000千円が交付される 

見込み 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
産業経済費 

 
463,145 

１ ものづくり支援事業 433,508 

 
1 小規模事業者等経営改善補助金（機械設備等購入・店舗改修） 433,508千円 

相談件数が7月末の時点で前年度の約1.8倍となっており、年度途中で当初想定していた200件
に達する見込みである。また、物価高騰対策として行った事業者アンケートの結果からも、区
に求める支援として本補助金拡充の要望が最も高く、今後も引き続き需要があると想定される。 
これらのことから、区内小規模事業者等のニーズに応じるとともに、当該事業者が自社の経

営を見直し、経営改善の促進ができるよう予算を増額計上し、支援を行っていく。 
(1)補正予算額 

当初予算額 
（A） 

相談件数 
(7月末時点) 

相談見込 
件数 

年間見込額 
（B） 

補正額 
(B-A) 

400,000千円 
(2,000千円×200件) 

215件 
(前年度比約1.8倍) 

844件[※1] 833,508千円 
(1,233千円[※2] 

×676件[※3]) 

433,508千円 

※1 8月以降の相談件数は、令和6年度7月までの対前年度増加率(約1.8倍)を基に令和5年度 
の実績から算出 

※2 令和6年度の平均希望補助額 
※3 令和5年度の相談件数に対する交付件数の割合(約8割)を基に、※1の相談件数から算出 

(2)相談件数増加の要因 
ア 補助金5選チラシによる周知（令和5年度：16,000枚→22,000枚） 

※ 新補助金や事業者から特に相談の多い補助金等を紹介したチラシ 
【5選内容】小規模事業者等経営改善補助金、区内中小企業人材採用支援助成金、IT・

IOT導入補助金、ホームページ作成・更新補助金、中小企業人材育成・資
格取得研修費補助金 

【配付先】区内中小企業約7,000社、公益社団法人足立法人会、一般社団法人西新井
法人会、一般社団法人足立青色申告会、一般社団法人西新井青色申告会、
足立区商店街振興組合連合会等 

イ 案内チラシによる周知 
上記アに加え、小規模事業者等経営改善補助金に特化したチラシで周知 
※ 配付件数、配付先は上記アと同様 

ウ 広報紙への掲載 
① 「公社ニューストキメキ」（2024年6月1日号、1・2面） 

令和５年度交付事業者に訪問し、補助金活用例を特集 
② 「あだち広報」（2024年5月25日号、8面） 

エ 新貨幣導入による券売機購入の需要増加 
相談例：新貨幣対応機器の購入に加え、年齢識別機能の追加導入で経営改善を図る 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（産業経済費） 

２ 足立区観光交流協会 
助成事務 

25,407 
 

 
1 足立区観光交流協会助成金 25,407千円 

7月20日に実施予定であった「第46回足立の花火」は、打ち上げ直前に雷雨のため中止した。 
有料席料金と屋形船入場料は、全額払い戻ししなければならないため、収入減となる。 
支出に対して収入の大幅な不足が生じるため、増額補正を行う。 

(1)補正予算額 
25,407千円（支出予定額283,283千円－収入額257,876千円[他イベントの不用額を含む]） 

(2)支出予定額内訳 
ア 委託費 129,729千円（花火打上費：45,000千円・警備費：52,767千円など） 
イ 設営費 127,527千円 
ウ その他  26,027千円 

合計 283,283千円 
(3)収入額内訳 

ア 広告協賛      11,495千円 
イ 中止保険      3,621千円（有料席、屋形船収入36,219千円の10％） 
ウ 都補助金      1,000千円 
エ 区補助金     239,700千円 
オ 他イベント不用額  2,060千円（「しょうぶまつり＆世界の食広場」契約差金等） 

合計 257,876千円 
【参考】払い戻し額 

36,219千円（有料席料金：34,239千円（4,422件）、屋形船入場料：1,980千円（36件）） 
 

 
環境衛生費 

 
103,913 

１ 省エネ・創エネ推進 
事業 

95,200 

 
1 太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金 95,200千円 

令和5年度の実績を基に当初予算を拡充のうえ実施したが、想定以上の申請数により受付を停
止している状況である。申請件数が大きく伸びている状況の中、令和12年度までに本補助金の
交付件数を1,460件としていた足立区脱炭素ロードマップの目標を、令和6年度・7年度（6年度：
620件・7年度：450件）で前倒しで達成し、脱炭素社会の実現を図るため補正予算を計上する。 
(1) 補正予算額 

項目 当初予算額(A) 年間見込額(B) 補正金額(B-A) 

太陽光 
57,200千円 

(220千円×260件) 
136,400千円 

(220千円×620件) 
79,200千円 

(220千円×360件) 

蓄電池 
15,000千円 

(50千円×300件) 
31,000千円 

(50千円×620件) 
16,000千円 

(50千円×320件) 
合 計 72,200千円 167,400千円 95,200千円 

(2) 申請数増加の要因 
ア さいたま市や越谷市等の事業者（※）が設置した太陽光発電システム及び蓄電池の申請が
急増した（※聴取内容「足立区の戸建ては屋根が広い。都の補助金も充実している」）。 

イ 地勢が平坦なことや、中高層の建物が少ないことなどから、住宅における屋根面の日照条
件が整っている。 

ウ 社会情勢の影響による電気代の高騰や台風等の災害による停電への備えとして、太陽光及
び蓄電池の導入に対する機運が醸成されていると考えられる。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（環境衛生費） 

２ 衛生関係施設改修事 
務 

60,959 
 

 
1 「すこやかプラザ あだち」新築工事の工期延伸等による事業費の増 60,959千円 

能登半島沖地震の復旧・復興等に伴い、国内における電線・ケーブル不足が発生し、工期を約
3.5か月延伸すること及びインフレスライド条項を適用する必要が生じたため、必要となる予算
を補正計上する。 
(1)補正予算額 

 
工期延伸に係る 

経費(A) 
ｲﾝﾌﾚｽﾗｲﾄﾞ条項 
適用による増(B) 

契約差金 
(C) 

補正額 
(A+B-C) 

工事費(※1) 30,173千円 32,736千円 850千円 62,059千円 

工事監理委託料 0千円(※2) 0千円(※2) 1,100千円 △1,100千円 

合計 30,173千円 32,736千円 1,950千円 60,959千円 

※1 工事費は、建築・電気・空調・給排水の工事費用の合計額 
※2 工事監理委託料は、工期延伸に係る経費及びインフレスライド条項適用の対象外 

(2)工事期間 

工事内容 現在 変更後 

建築 令和 6年 10月 31日まで 令和 7年 2月 14 日まで 

電気・空調 
給排水 

令和 6年 11月 15日まで 令和 7年 2月 28 日まで 

※ それぞれ約3.5か月の延伸 
 
【特定財源】 

公共施設建設資金積立基金繰入金 62,059千円 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（環境衛生費） 

３ 環境清掃関係施設改 
修事業 

△10,087 
 

 
1 足立清掃事務所改築基本計画策定委託料 △10,087千円 

年度内での基本計画策定を予定していたが、計画策定委託契約が再入札も含めすべて不調と
なった。応札事業者に聞き取りしたところ人材不足等により年度内での履行が困難であること
が判明したため、令和6年度から令和7年度での策定に変更する。そのため、令和6年度予算を減
額補正し、新たに債務負担行為を設定する。 
(1)債務負担行為 

ア 期間  令和6年度～令和7年度 
イ 限度額 34,430千円 
ウ 事業費 34,430千円（令和6年度：0千円、令和7年度：34,430千円） 

(2)事業費が増額となった理由 
改めて現事務所の現状把握と課題整理を行ったうえで、新事務所のフロアー構成や必要面積

の算定などを盛り込んだ基本計画を策定するため。 
(3)新たに基本計画に盛り込む主な内容 

ア 女性の清掃作業職員採用を想定したレイアウト（休憩室、更衣室、トイレ、洗身設備等） 
イ 特に熱中症対策を意識した、休憩スペースの設置や冷房設備の充実 
ウ 施設の木質化等、環境負荷の低減に係る検討 
エ 新事務所の整備費用の積算や財源、適切な整備手法の提案 

(4)今後のスケジュール（予定） 

変更前 変更後 内容 

令和6年度 令和6～7年度 基本計画策定（策定期間は約1年を予定） 

令和7年度 令和7～8年度 予算額の精査、仕様書の作成 

令和8～10年度 令和9～10年度 基本設計・実施設計策定 

令和11～12年度 令和11～12年度 改築工事・改築工事監理委託 

令和13年度 令和13年度 供用開始 

※ 余裕をもって設定していた基本設計及び実施設計の策定について期間を短縮 
して実施するため、供用開始時期は変更しない見込み。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（環境衛生費） 

４ すこやかプラザ あ 
だち管理運営事務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△40,887 
(1 の補正額 

△36,283  
＋    

2 の補正額 
0  

＋    
3 の補正額 
△4,604  

＋    
4 の補正額 

0) 

 
1 すこやかプラザ あだち管理運営費用 △36,283千円 

すこやかプラザ あだちの工期延伸に伴い、管理運営の開始時期が令和6年11月から令和7年3
月に変更になったため、不用となる管理運営費用を減額補正するとともに、総合管理委託に係
る債務負担行為を変更する。 
(1)補正予算額 

ア 総合管理委託（５か月分→１か月分）    △21,840千円 
イ 光熱水費（５か月分→１か月分）      △10,674千円 
ウ 廃棄物収集運搬・処分費（全額）      △ 2,660千円 
エ オープニングセレモニー開催委託（全額）    △800千円 
オ エレベータ保守点検業務委託（全額）      △363千円 
カ 自家用電気工作物保安管理委託（１か月分）   ＋54千円(※) 

※ 総合管理委託から分離して契約するため増額計上 
(2)債務負担行為の変更 

令和7年3月から開始となるすこやかプラザ あだちの総合管理を、より安定して運営してい
くため、5年契約とすることとし、債務負担行為を変更する。 
ア 期間・限度額 

変更前 令和7年度：75,710千円 
変更後 令和7年度～令和11年度：438,720千円 

イ 事業期間・事業費（341,170千円増）                  単位：千円 

 事業期間 総事業費 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

変更前 R6～R7年度 104,862 29,152 75,710 － － － － 

変更後 R6～R11年度 446,032 7,312 87,744 87,744 87,744 87,744 87,744 

増 減  341,170 △21,840 12,034 87,744 87,744 87,744 87,744 

 
2 すこやかプラザ あだちオープニングセレモニー開催委託に係る債務負担の設定 0千円（令
和6年度0債務） 
令和7年4月にすこやかプラザ あだちオープニングセレモニーを開催する予定である。その

準備として令和6年度中に会場設営及び撤去等の委託契約を締結する必要があるため、これに係
る経費について債務負担行為を設定する。 
(1)債務負担行為 

ア 期間  令和6年度～令和7年度 
イ 限度額 800千円 
ウ 事業費 800千円（令和6年度：0千円、令和7年度：800千円） 

 
3 江北保健センター引越業務委託 △4,604千円 

すこやかプラザ あだちの工期延伸に伴い、江北保健センターの移転時期が令和7年1月から
令和7年4月に変更になったため、引越業務委託の予算全額を減額補正する。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（環境衛生費） 

 
（すこやかプラザ あだ 
ち管理運営事務） 

 

 
4 江北保健センター引越業務委託に係る債務負担行為の設定 0千円（令和6年度0債務） 

令和7年4月に、江北保健センターをすこやかプラザ あだちへ移転するため、引越業務委託
に係る債務負担行為を設定する。 
(1)債務負担行為 

ア 期間  令和6年度～令和7年度 
イ 限度額 4,718千円 
ウ 事業費 4,718千円（令和6年度：0千円、令和7年度：4,718千円） 

(2)事業費内訳 
ア 車両費（延べ23台）          643千円（34千円増） 
イ 人件費（監督、作業員等 延べ106名） 2,157千円（66千円増） 
ウ 養生資材費、機材費、梱包資材費    893千円 
エ 諸経費その他            1,025千円（14千円増） 

※ （ ）内は令和6年度予算額からの増額分 
※ 事業費が増額となった要因は、移転時期が引越繁忙期の4月に変更となったことに伴

う単価の増 
 

 
土木費 

 
130,890 

１ 密集市街地整備事業 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

54,215 
(1 の補正額 

29,565  
＋    

2 の補正額 
3,450  
＋    

3 の補正額 
△3,800  

＋    
4 の補正額 

25,000) 

 
1 委託料の増（西新井駅西口周辺、柳原、千住仲町、足立一・二・三丁目） 29,565千円 

(1)+(2)+(3)+(4) 
(1)物件鑑定調査（西新井駅西口周辺地区：4件→10件） 8,815千円 

6名の地権者から新規に事業協力（道路拡幅）の申出があったため増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 4,785千円 － 決算見込額 13,600千円 ＝ 補正額 8,815千円 
(2)物件鑑定調査（柳原地区：5件→6件） 15,650千円 

複数の借家人がいる建物の所有者等から、事業協力（道路拡幅）可否を検討するために新規で
調査依頼を受けたため増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算 4,350千円 － 決算見込額 20,000千円 ＝ 補正額 15,650千円 
(3)用地測量（千住仲町地区：約179ｍ→約183ｍ） 250千円 

令和6年1月に契約できなかった道路整備工事（次頁2(1)）を令和6年度に改めて実施するにあ
たり、関連する測量（延長約4ｍ）を新たに実施する必要があるため増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 1,800千円 － 決算見込額 2,050千円 ＝ 補正額 250千円 
(4)用地測量（足立一・二・三丁目地区：約15ｍ→約1,800ｍ） 4,850千円 

道路法に基づく供用開始の告示手続きができる目途が立ったため増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 150千円 － 決算見込額 5,000千円 ＝ 補正額 4,850千円 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

 
 

 
（密集市街地整備事業） 

 

 
2 工事請負費の増（千住仲町） 3,450千円 (1)+(2) 
(1)道路整備（千住仲町地区：0件→1件・約4ｍ・宅地汚水桝3基移設等） 3,000千円 

関係地権者等との調整を経て令和6年1月に道路整備工事を予定していたが、指名業者全ての
辞退により契約できなかった。防災性向上のため早期に着工する必要があることから増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 0千円 － 決算見込額 3,000千円 ＝ 補正額 3,000千円 
(2)道路整備関連工事（千住仲町地区：0件→2件） 450千円 

令和6年1月に契約できなかった道路整備工事（前項(1)）を令和6年度に改めて実施するにあ
たり、関連する給水管切り回し工事を実施する必要があるため増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 0千円 － 決算見込額 450千円 ＝ 補正額 450千円 
 
3 負担金補助及び交付金の減（千住仲町） △3,800千円 (1)+(2)  
(1)支障物移設負担金（千住仲町：電柱移設3本→1本） △800千円（ア＋イ） 

継続中だった地権者等との移設交渉（1本分）が令和6年度に完了したため、増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 0千円 － 決算見込額 3,200千円 ＝ 補正額 3,200千円 
東京電力との工程調整の結果、令和6年度に予定していた移設工事（3本分）が令和7年度まで

及ぶため、令和6年度予算を減額し新たに令和7年度までの債務負担行為を設定する。 
イ 補正予算額 

当初予算額 4,000千円 － 決算見込額 0千円 ＝ 補正額 △4,000千円 
(2)支障物移設負担金（足立一・二・三丁目地区：電柱移設3本→0本） △3,000千円 

東京電力との工程調整の結果、令和6年度に予定していた移設工事（3本分）が令和7年度まで
及ぶため、令和6年度予算を減額し新たに令和7年度までの債務負担行為を設定する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 3,000千円 － 決算見込額 0千円 ＝ 補正額 △3,000千円 
 

 令和 6年度 令和 7年度 

当初 
予算額 

千住仲町 4,000千円（3本分） - 
足立 3,000千円（3本分） - 

決算 
見込額 

千住仲町 追加 3,200千円（1本分） 6,400千円（3本分） 
足立 0千円（0本分） 4,800千円（3本分） 

補正額 △3,800千円（7本分） - 
 
4 補償・補填及び賠償金の増（西新井駅西口周辺） 25,000千円 
(1)補償費（西新井駅西口周辺地区：5件→7件） 25,000千円 

新規に事業協力（道路拡幅）の申出があった方のうち、今年度実施要望のあった方の分につい
て増額する。 
ア 補正予算額 

当初予算額 78,700千円 － 決算見込額 103,700千円 ＝ 補正額 25,000千円 
 



23 
 

款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

 

２ 密集地域整備管理事 
務 

43,200 
 

 
1 感震ブレーカー設置助成（分電盤タイプ） 43,200千円 

能登半島地震の影響で感震ブレーカーの必要性を感じる区民が増加するとともに、東京電力
の助成制度のPR効果を得て、区内事業者による工事が増加している。 
現在の申請状況から8月末頃には本予算が上限に達することが見込まれるなか、継続して区内

事業者から制度活用の相談が多数寄せられていることから、年度内に助成が可能である令和7年
1月までの申請見込み分に対する予算の増額補正を計上する。 
(1)補正予算額 

当初予算額（A） 年間見込額（B） 補正額(B-A) 
28,000千円 

(80千円×350台) 
71,200千円 

(80千円×900台)  
43,200千円 

(80千円×540台[※1]) 

※1 4～7月は実績値、8月～令和7年1月までの6か月分は7月までの平均申請数90台で算出 
※2 当初予算にはこのほか簡易タイプ650千円（@13千円×50台）も計上しているが、予算内

に収まる見込みのため補正は計上しない。  
  

３ 住宅市街地総合整備 
事業 

30,400 
 

 
1 千住大川端地区土壌汚染状況調査費 30,400千円 

令和7年度から行う地区内道路整備にあたり、日本郵便(株)所有地(①)と区有地(②)の土地交
換を行う必要があり、公共用地土壌汚染対応調査の照会をしたところ、両土地とも土壌汚染の
おそれのある土地であった。加えて、東京都環境確保条例により既存の未整備道路用地(③)に
ついても土壌汚染調査の対象であるため、①から③の土地について調査費用を補正計上する。   
なお、①の土地は平成12年に道路認定済であるため、事業認可済の都市計画道路事業用地の

取扱いに準じて区負担で調査を行う（足立区公共用地の取得、改変及び処分における土壌汚染
への対応に関する基本指針の第5条第1項第2号及び第3号に拠る）。 
(1)調査対象地 

①日本郵便(株)所有地      421.23㎡（将来、道路として整備） 
②区有地            466.09㎡（将来、日本郵便(株)の土地） 
③既存の未整備道路用地    1758.92㎡（将来、道路として整備） 

合計 2646.24㎡ 
(2)調査実施の経緯 

令和6年3月 土地交換契約を締結するため、公共用地土壌汚染対応調査を照会した結果、両
土地とも土壌汚染のおそれのある土地であることが判明した。 

5月 東京都環境局から既存の未整備道路用地(③)についても調査対象と判断された。 
5月 足立区土壌汚染対応検討会議にて、日本郵便(株)所有地(①)に係る土壌汚染対 

応費用の区費負担について承認された。 
(3)土地交換及び仮設道路整備スケジュール 

令和6年11月 日本郵便(株)所有地(①)及び区有地(②)支障物撤去 
令和7年 6月 土地交換契約締結 

 7月 道路整備着手 
令和8年 1月 開発工事着手 

(4)調査後の対応 
本調査の結果、土壌汚染対策が必要と判断する場合、調査費と同様に①から③の土地につい

て区負担で別途対策費を計上する。今後、日本郵便（株）との交換協議の中で費用対効果の面か
ら土地交換ではなく①を直接買収する可能性もある。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

 

４ 新設道路整備の事務 16,520 

 
1 綾瀬駅東口駅前交通広場交通誘導業務委託 16,520千円 

交通広場は令和7年度から供用開始予定であったが、受注者等と工程調整を重ねてきた結果、
令和6年12月にロータリー部分（下図、  部分）の先行開放が可能な見込みとなった。過去の
事例（上沼田第六公園バス転回場、五反野駅前交通広場）を踏まえ、歩行者・自転車利用者が新
たな交通動線に慣れるまでの一定期間、交通誘導員を配置することとし、それに係る経費を補
正計上するとともに、債務負担行為を設定する。 
(1)債務負担行為 

ア 期間  令和7年度 
イ 限度額  6,280千円 
ウ 事業費 22,800千円（令和6年度：16,520千円【補正額】、令和7年度：6,280千円） 

(2)誘導員配置予定 
ア 配置期間：令和6年12月～令和7年5月頃 

※ 令和6年12月の先行開放から3か月程度の期間が経過した後、警察と状況確認をし、令
和7年3月から5月までの誘導員の配置の必要性や体制を見直す予定である。 

イ 配置時間：バス運行時間中（6:00～23:00） 
ウ 誘導員の配置人数：２人 
エ 配置場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

誘導員配置場所 

凡 例 

：ロータリー部分 

R6 年 12 月供用開始予定 

：R7年 3月供用開始予定 

：誘導員配置場所 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

 

５ 多様な交通推進事業 2,500 

 
1 「足タク」利用ガイド印刷製本及び配布委託料 2,500千円 

入谷・鹿浜地区で令和6年6月から開始したデマンドタクシー実証実験「足タク」は、利用者ア
ンケートや協力事業者ヒアリング等をもとに、事業の見直しを行う予定である。見直しにあた
り、改定した利用ガイドを地域の全世帯へ配布し、改めて周知を行う必要があるため、その経費
を増額補正する。 

 (1)事業見直し内容 
ア 乗降スポットの追加（25か所→30か所程度） 
イ 乗降スポット間の利用を可能とする（現在は自宅⇔乗降スポット） 
ウ 事前予約方法、受付時間等の変更（今後の事業者ヒアリングによる） 
エ 本格運行移行基準を満たさない場合、実証実験期間の延長（事業者の協力が得られた場合） 

(2)利用ガイドの編集及び印刷委託 2,000千円 
ア 印刷部数：24,000部（全世帯配布用21,000部＋関係公共施設や医療施設への配付） 
イ 事業費内訳 
(ア)改訂版への編集費用 300千円 
(イ)印刷費用     1,560千円（@65円×24,000部） 
(ウ)諸費用       140千円 

(3)シルバー人材センターへの委託（地区内の全世帯への配布） 500千円 
ア 配布部数：21,000部（前回配布実績20,513部） 
イ 事業費内訳 
(ア)配布料      378千円（@18×21,000部） 
(イ)拠点配送仕分け料 90千円 
(ウ)諸費用      32千円 

(4)スケジュール（今後の予定分も含む） 
令和6年 7月 第1弾 利用促進策（一般登録者へお試し券（100円引き券）送付（実施済） 

8月 利用者アンケート、協力事業者ヒアリング（実施済） 
9月 第2弾 利用促進策（３か所の乗降スポット追加）、バス事業者ヒアリング 
10月 第3弾 利用促進策（乗降スポット間の移動を可能に） 

本格運行への移行もしくは実証実験延長等の判断 
11月 改定版の利用ガイド配布 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

 

６ 公園等の整備事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

△36,100 
(1 の補正額 

△10,300  
＋    

2 の補正額 
△5,800  

＋    
3 の補正額 
△36,000  

＋    
4 の補正額 

6,000  
＋    

5 の補正額 
10,000) 

 
1 舎人三丁目第二公園実施設計委託 △10,300千円 

当該地は、地区計画における地区施設(公園)であることから、令和4年の生産緑地解除に伴い、
土地所有者の買取り要望を受け、補助金を活用し令和4年12月に用地買収(3,532.41㎡)を行った。 
用地購入の補助金要件により、農園を主体とする公園として整備を行うため基本計画策定・

基本設計を進めてきたが、実施設計の発注にあたり、設計単価の上昇分を考慮し内容を精査し
た結果、再発注には予算が不足することが判明した。ついては、年度内の設計工期の確保が困難
なため、予算を減額し新たに債務負担行為を設定する。 
(1)補正予算額・債務負担行為 

ア 事業期間・事業費 
 令和6年度 令和7年度 総事業費 

変更前 15,400千円 0千円 15,400千円 
変更後 5,100千円 11,900千円 17,000千円 

差額 △10,300千円 ＋11,900千円 ＋1,600千円 

※ 総事業費の増加は、設計単価の上昇（約10％）によるものである。 
イ 債務負担行為 
(ア) 期間  令和7年度 
(イ) 限度額 11,900千円 

(2)公園の整備方針 
ア 農園ゾーン(1,800㎡)は、以下の3エリアを整備する。 
(ア)管理者指導の下、貸出区画で年間の農作業ができる「分区園エリア」 
(イ)野菜づくりや花づくりに1回から参加できる「収穫・栽培体験エリア」 
(ウ)ガーデニング体験や季節の草花を鑑賞できる「花卉栽培エリア」 

イ 公園ゾーン(1,732.41㎡)は、複合遊具と花やみどりあふれる空間の中で、園内を周遊でき
る園路や休憩施設を整備する。 

案内図                 公園平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舎人三丁目第二公園 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

  
（公園等の整備事業） 

 

 
2 竹の塚第五公園撤去設計委託 △5,800千円 

竹の塚第五公園については、令和4年3月に区、ＵＲ都市機構、東武鉄道の3者で締結した「竹
ノ塚駅周辺のまちづくりに関する基本協定書」に基づき、まちづくり用地として活用（公園の廃
止）することを検討してきた。竹ノ塚駅東口交通広場の整備促進には、ＵＲ竹の塚第三団地の移
転が必須となり、ＵＲによる居住者等への周知、協定内容を精査することに時間を要したため、
令和6年度当初に予定していたＵＲとの協定締結が遅れ、撤去設計委託の適正工期が令和6年度
内に確保できないことから、令和6年度予算を減額し新たに債務負担行為を設定する。 
(1)補正予算額・債務負担行為 

ア 事業期間・事業費 
 令和6年度 令和7年度 総事業費 

変更前 8,200千円 0千円 8,200千円 
変更後 2,400千円 5,800千円 8,200千円 

差額 △5,800千円 ＋5,800千円 変更なし 

イ 債務負担行為 
(ア) 期間  令和7年度 
(イ) 限度額 5,800千円 

(2)今後のスケジュール（予定） 
令和6年 8月 ＵＲ都市機構と協定締結、協定締結後に住民説明会を実施 

12月 足立区都市計画審議会、都市計画決定・告示 
(3)公園跡地の整備方針 

令和6年8月にＵＲ都市機構と「竹ノ塚駅周辺地区のまちづくりに係る連携及び取組方針に関
する協定書」を締結し、竹の塚第五公園の土地は、ＵＲが所有する竹の塚第三団地3号棟の移転
先として活用する方針で検討を進めている。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

  
（公園等の整備事業） 

 

 
3 毛長公園改修その３工事 △36,000千円 

毛長公園は、文教大学「東京あだちキャンパス」の開設に合わせた花畑団地周辺地区の環境整
備として、花畑大橋から東側について、毛長川の護岸工事終了箇所から順次、毛長川沿いの道路
を含め、総延長500mについて5分割で改修工事を進めている。 
毛長公園改修その３工事(区間延長100m)については、都施工の毛長川護岸整備工事後の着工

を予定していたが、工事エリアの引渡が都の工事完成後の令和6年9月になることが判明し、年
度内の適正工期の確保が困難なため、予算を減額し新たに債務負担行為を設定する。 
(1)補正予算額・債務負担行為 

ア 事業期間・事業費 
 令和6年度 令和7年度 総事業費 

変更前 60,000千円 0千円 60,000千円 
変更後 24,000千円 36,000千円 60,000千円 

差額 △36,000千円 ＋36,000千円 変更なし 

イ 債務負担行為 
(ア) 期間  令和7年度 
(イ) 限度額 36,000千円 

(2)公園の整備方針 
ア 豊かな樹木の緑陰と川への開放感を感じる空間づくりを行う。 
イ 毛長公園への西側入口広場として広がりを設けた空間を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 北綾瀬プチテラス整備工事 6,000千円 

北綾瀬駅前で施行されている土地区画整理事業により創出された土地をプチテラス整備する
予定であるが、区画整理施行者（三井不動産）から交通量の増加が見込まれる中、商業施設駐車
場入口直近でのプチテラス工事施工に伴う渋滞回避のため、令和7年6月の商業施設開業に合わ
せた開放を強く要望されている。令和7年度の発注では商業施設開業に合わせた開放が困難なた
め、債務負担行為を設定する。 
(1)債務負担行為 

ア 債務負担期間  令和7年度 
イ 総事業費    15,000千円（令和6年度：6,000千円【補正額】、令和7年度：9,000千円） 
ウ 債務負担限度額  9,000千円 

 

整備箇所 毛長公園その３工区 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（土木費） 

  
（公園等の整備事業） 

 

 
(2)プチテラスの整備方針 

土地区画整理事業における商業施設整備事業の緑化計画との整合を図り、桜を中心とした植
栽を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 総合スポーツセンター公園舗装工事 10,000千円 

令和5年度に整備を行ったハッピーひろば内において、ブランコ可動域内にゴムチップ舗装を
してほしいとの利用者からの要望があり、安全面などの観点から早期対応が必要と判断し、補
正計上し対応する。 
(1)事業費内訳 

ア 掘削、残土処分       500千円 
イ ゴムチップ舗装      3,600千円 
ウ 交通誘導員、保安等仮設費  900千円 
エ 現場管理費、一般管理費等 5,000千円 

(2)工事スケジュール（予定） 
令和6年10月 発注 

12月 完成・ブランコ利用開始 
(3)今後の方針 

設置済みの公園や新たに整備するインクルーシブ遊具・施設については、舗装の材質や整備
範囲について維持管理部署と連携しながら対応策を講じる。 
 

整備箇所 北綾瀬プチテラス(174㎡) 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
教育費 

 
5,816,337 

１ 義務教育施設建設資 
金積立基金積立金 

6,000,000 
 

 
1 新規積立 6,000,000千円 

令和5年度決算繰越金（9月補正増額計上分2,672,219千円）や、6月補正で計上した東京都公立
学校給食費負担軽減事業補助金（学校給食費無償化等に対する都補助金945,126千円）に伴う一
般財源の余剰金を財源として、小・中学校改築の今後のコスト上昇を見込み基金へ積み立てる。 
(1)積算根拠 

6月補正で計上した東渕江小学校改築工事費の増加要因のうち、建設物価高騰分やＺＥＢ対
応、太陽光システム増量など1校あたり合計約2,000,000千円程度は今後の改築時にも追加で必
要になる経費と考え、現在予定している東渕江小・宮城小・千寿常東小の3校分となる6,000,000
千円を積み立てる。 
 

  

２ 私立幼稚園助成費用 
負担事務 

 
 
 
 

113,779 
(1 の補正額 

106,522  
＋    

2 の補正額 
7,257) 

 
1 多様な他者との機会創出事業 106,522千円 

当該事業は令和5年度に東京都の新規事業で創設されたものであり、足立区では「保育園等を
利用していない2歳児を私立幼稚園で定期的に預かる事業」として補助金を交付している。 
当初予算編成後に、東京都より補助拡充が示され、令和6年6月に各私立幼稚園に申請意向調

査を行ったところ実施園が増えたことから、予算が不足する見込みであり、増額補正を行う。 
(1)運営費補助金（人件費や物件費等を対象とした園への補助金） 102,522千円 

ア 補正予算額                          金額の単位：千円 
予算 R6当初 年間見込額 

補正額 年間受入日数 
区分(※) 

なし 105日未満 105～208日 209日以上 合計 

1園あたりの補助
金単価/年 ① 

7,844 7,968 12,398 14,596 － － 

実施園数 ② 20園 18園 7園 2園 27園 － 

合計 (①×②) 
156,880 

(A) 
143,424 86,786 29,192 

259,402 
(B) 

102,522 
(B-A) 

※ 当初、年間受入日数区分はなかったが、予算編成後に｢105日未満｣｢105～208日｣｢209日以
上｣で分かれることが示された。 

 
(2)開設準備の改修経費補助金 4,000千円 

ア 補助内容（1園） 
(ア)改修内容 開設準備に係る乳幼児用トイレ改修工事 
(イ)工事費  4,800千円 
(ウ)補助額  4,000千円（補助上限額） 

【特定財源】 
【都】多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 106,522千円 

 
2 私立幼稚園・私立認定こども園への物価高騰支援に係る区独自の特別給付金 7,257千円 

私立幼稚園・私立認定こども園に対する物価高騰支援として、区独自で特別給付金を支給する。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（教育費） 

  
（私立幼稚園助成費用負 
担事務） 

 

 
(1)支援実施の背景 
ア 光熱費（電気・ガス）について、令和2年度の消費者物価指数を基に算出した物価高騰分
と、公定価格上昇分を比較した結果、令和4年度･5年度から差は縮小しているものの、未だ物
価高騰分に対して公定価格上昇分が追い付いていない状況であることが判明した。 

イ より安定した運営を支援するために、物価高騰対策支援を実施する。なお、物価指数と公
定価格の上昇率の差が令和4年度と比較すると約4分の1まで縮小（19.3→4.7）していること
から、1施設あたり給付額は令和4年度給付額の約4分の1とする。 

年平均の比較 R2 R3 R4 R5 R6 

①物価指数（光熱費） 100.0  99.2  118.6  110.4  110.5  
②公定価格（基本額） 100.0  99.9  99.3  101.1  105.8  

差（①－②） 0.0  △ 0.7 19.3  9.3  4.7  

 
約4分の1 

(2)補正予算額 

園児数 
施設数 
(A) 

1施設あたり 
給付額(B) 

給付額【補正額】 
(C=A×B) 

11～30人 6 75,000円 450千円 

31～70人 13 75,000円 975千円 

71～90人 6 112,500円 675千円 

91～120人 7 156,250円 1,094千円 

121～150人 4 187,500円 750千円 

151～300人 11 250,000円 2,750千円 

300人以上 2 281,250円 563千円 

合計 49  7,257千円 

※ 各施設の実園児数の区分に基づき、給付金を支給する。 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（教育費） 

 

３ 小・中学校給食業務 
運営事業 

34,007 
 

 
1 「米」の高騰に対する学校給食費の増 34,007千円 

令和６年度に入り「米」の価格が想定外に高騰している。円滑な学校給食運営と給食の質を維
持するため、令和6年9月以降の更なる値上げ見込も含めて、学校給食費増額の補正予算を計上
する。 
(1)補正予算額 

 補正額 積算根拠 

小学校 21,139千円 【1～6年生】@5.71円(※1)×29,150人(※2)×127回(※3)＝21,138,706円 

中学校 12,868千円 
【1～3年生】@7.84円(※1)×13,400人(※2)×122回(※3)＝12,816,832円 

【夜間学級】@7.84円(※1)×  50人(※2)×128回(※3)＝    50,176円 

計 34,007千円  

※1 1人1食あたりの単価は、令和5年12月以降の価格・給食におけるご飯の回数から上り幅
を算出 

※2 令和6年5月1日現在の児童生徒数から算出 
※3 令和6年9月から令和7年3月までの給食回数 

 
【特定財源】 

東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金（1/2補助）については、年明け頃に都へ変更申請
し、3月補正で計上予定。 
 

 
 
 

 

４ 文化芸術振興基金積 
立金 

48,619 
 

 
1 新規積立 48,619千円 

区は株式会社ジェイコム東京の株式を3,307株保有しており、令和6年6月に48,619千円が配当
された。これについて、文化芸術振興基金へ積立て、児童のミュージカル鑑賞などの芸術鑑賞体
験事業に活用していく。 

【特定財源】 
株式配当金 48,619千円 
（参考：直近3年の配当額及び充当事業） 
令和3年度 49,615千円：防災普及啓発マグネットシート及びハザードマップの作製・配布 
令和4年度 52,062千円：育英資金事業 
令和5年度 51,989千円：防災無線テレホン案内のフリーダイヤル化に伴う防災普及啓発マ

グネットシートの作製、育英資金事業 
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款別補正額 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
（教育費） 

 

５ 小・中学校用務委託 
事業 

△406,919 
 

 
1 小・中学校用務業務委託料 △406,919千円 

令和6年度から契約方式をプロポーザル方式から競争入札へ変更し契約した結果、契約差金が
生じたため、減額補正計上する。 
(1)補正予算額 

 
入札 
対象校 

当初予算額 
(A) 

契約額 
(B) 

契約差金 
(C=B-A) 

補正額 
(C×0.9) 

小学校分 17校 467,464千円 183,659千円 △283,805千円 △255,424千円 

中学校分 10校 274,979千円 106,651千円 △168,328千円 △151,495千円 

計 27校 742,443千円 290,310千円 △452,133千円 △406,919千円 

※ 今後、緊急的対応が必要となった場合の費用として、契約差金の1割を残しておく。 

【参考】令和5年度プロポーザル方式と令和6年度競争入札との当初契約額の比較 

 
入札 
対象校 

令和5年度 
プロポーザル方式
による当初契約額 

(A) 

令和6年度 
競争入札による 
当初契約額 

(B) 

当初契約額の差 
(C=B-A) 

小学校分 17校 224,957千円 183,659千円 △41,298千円 

中学校分 9校※ 112,641千円 97,246千円 △15,395千円 

計 26校 337,598千円 280,905千円 △56,693千円 

※ 令和6年度から新規に委託している十四中を除く。 
 

 
諸支出金 

 
△42,125 

１ 介護保険特別会計繰 
出金 

△42,125 
 

 
1 一般会計から介護保険特別会計への繰出金の減 △42,125千円 

第9期介護保険料基準額の引き下げにより、低所得者保険料軽減負担の見込額が減額となった
ため、一般会計からの繰出金を減額する。 

予算現額10,933,454千円 → 決算見込額10,891,329千円 
当初見込一人あたり軽減額：13,731円 → 決算見込一人あたり軽減額：11,578円（△2,153円） 

 
 
合計 
 

 
8,830,481   
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令和６年度 国民健康保険特別会計補正予算（第２号）主要事業概要 
（単位：千円） 

補正額計 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
13,280 

１ 国民健康保険システムの開発事務 7,056 

 
1 健康保険証廃止に伴う国民健康保険システムの改修 30,756千円 

令和6年12月2日の健康保険証廃止に伴い必要となる、資格確認書(※)発行機能等を追加す
るためシステム改修を行う。令和6年度当初予算で債務負担行為を設定し準備を進めていた
が、開発スケジュールを前倒しする必要が生じたため、補正予算を計上する。 

※ 資格確認書…医療機関等を受診する際に保険証の代わりとなるもので、マイナンバ
ーカードを所持していない被保険者や保険証の利用登録をしていない
被保険者へ交付 

(1)スケジュール変更の理由 
令和6年度から7年度の2か年でシステム改修を行う予定であったが、令和6年5月に厚労省より

令和6年度に改修が完了した場合に限り、補助率10割で補助金を交付するとの方針が示されたた
め、令和6年度で改修を完了させ補助金を確実に取得する。 
(2)補正予算額 

 令和6年度 令和7年度 総事業費 事業期間 

変更前 0千円 30,756千円 30,756千円 
令和6～7年度 
債務負担行為 

変更後 30,756千円 － 30,756千円 令和6年度 

差額 ＋30,756千円 △30,756千円 変更なし  

(3)システム改修の主な内容 
ア 資格確認書の随時発行機能 

イ 資格確認書の一斉更新機能 

ウ 国保連合会のシステムとのデータ連携機能 
 
2 国民健康保険料滞納整理システムの標準化対応 △23,700千円 

国民健康保険料滞納整理システムの標準化対応について、以下の理由により、開発スケジ
ュールを変更する必要が生じたため、債務負担行為を変更するとともに、令和6年度予算額
を減額する。 

(1)スケジュール変更の理由 
国が定めた標準仕様書の改版に伴い、システム事業者が設計工程をやり直したため、アプ

リケーションの完成が、当初予定の令和6年4月から10月になる見込みである。それに伴い、
区との契約締結時期も令和6年4月から10月に後ろ倒しとなる。 

なお、作業完了は令和7年12月末で変更ない。 
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補正額計 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

  
（国民健康保険システムの開発事務） 

 

 
(2)補正予算額 

 令和6年度 令和7年度 総事業費 事業期間 

変更前 32,500千円 17,500千円 50,000千円 
令和6～7年度 
債務負担行為 

変更後 8,800千円 37,717千円 46,517千円 
令和6～7年度 
債務負担行為 

差額 △23,700千円 ＋20,217千円 △3,483千円(※)  

※ 総事業費が、△3,483千円となる理由 
「国民健康保険料滞納整理システム」のオプション機能である「電話催告システム」

を導入している。この経費は、令和６年度までは「国民健康保険料滞納整理システム」
に含めていたが、令和７年度からは予算を組み替え、徴収業務の主体である「税滞納整
理システム」の予算に一本化することになったため。 

  
 

２ 国民健康保険一般事務 6,224 

 
1 システム標準化に係るソフトウェアライセンスの購入及び保守経費 6,224千円 

ガバメントクラウド上への標準準拠システムの構築にあたり、国保・後期・年金システム
用のサーバ用ソフトウェアライセンスの購入および保守契約が必要となるため、補正予算を
計上する（国民健康保険分）。 
(1)補正予算額 

ア ソフトウェア保守料     504千円（5か月分：令和6年11月～令和7年3月） 
イ ソフトウェアライセンス料 5,720千円（初期購入経費のみで令和7年度以降は不要） 
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令和６年度 介護保険特別会計補正予算（第１号）主要事業概要 
（単位：千円） 

補正額計 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
2,674,632 

１ 介護保険給付事務 671,054 

 
第9期介護保険事業計画の策定による保険給付費等の見込み増 671,054千円 

当初予算額59,052,010千円 → 決算見込額59,723,064千円 
当初見込利用者数：32,144人 → 決算見込利用者数：33,183人 差引1,039人 

 
 

２ 介護保険給付準備基金積立金 1,115,186 

 
令和5年度介護保険特別会計の精算に伴う給付準備基金積立金の増 1,115,186千円 

当初予算額3,260千円 → 決算見込額1,118,446千円 
【用途】次期介護保険料の上昇抑制等 

※ 当初予算では、積立額を見込むことが困難なため、積立基金利子の見込額3,260千円の
みを計上している。 

 
 

３ 国庫支出金等の返還金 481,562 

 
令和5年度精算に伴う国庫支出金等の返還金の増 481,562千円 
（国：396,843千円、都：19,793千円、支払基金：64,926千円） 
※ 「支払基金」とは、第2号被保険者（40歳以上65歳未満の医療保険加入者）の負担分を

とりまとめている団体のこと。正式名称は「社会保険診療報酬支払基金」。 
※ 国や都から交付された負担金同様、介護給付費等に対して交付された交付金を精算に

より支払基金へ返還する。 
 

 
４ 一般会計繰出金 413,322 

 
令和5年度一般会計繰入金の精算に伴う超過繰入金の一般会計への返還 
 

 

令和６年度 後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）主要事業概要 
（単位：千円） 

補正額計 事 業 名 金 額 計   上   概   要 

 
778 

１ 後期高齢者医療一般事務 778 

 
1 システム標準化に係るソフトウェアライセンスの購入及び保守経費 778千円 

ガバメントクラウド上への標準準拠システムの構築にあたり、国保・後期・年金システム
用のサーバ用ソフトウェアライセンスの購入および保守契約が必要となるため、補正予算を
計上する（後期高齢者医療分）。 
(1)補正予算額 

ア ソフトウェア保守料     63千円（5か月分：令和6年11月～令和7年3月） 
イ ソフトウェアライセンス料  715千円（初期購入経費のみで令和7年度以降は不要） 

 
 



令和６年度　一般会計補正予算（第３号）　債務負担行為補正

追　加
（単位：千円）

№ 事 項 名 期　　間 限　　　度　　　額

1
令和6年度から
令和7年度まで

18,350

2
令和6年度から
令和7年度まで

229,453

3
令和7年度から
令和7年度まで

4,320

4
令和7年度から
令和7年度まで

5,280

5
令和6年度から
令和7年度まで

28,050

6
令和7年度から
令和7年度まで

15,092

7
令和7年度から
令和7年度まで

12,254

8
令和7年度から
令和7年度まで

12,540

9
令和7年度から
令和9年度まで

95,355

10
令和6年度から
令和7年度まで

1,793

11
令和6年度から
令和7年度まで

21,010

12
令和7年度から
令和7年度まで

6,000

学校保健統計システム改修（ガバメントクラウ
ドへの移行）

就学相談システム改修（ガバメントクラウドへの
移行）

保健衛生システム改修（ガバメントクラウドへの
移行）

足立区のＳＤＧｓ推進にかかる綾瀬駅西口高
架下空き店舗活用運営業務委託

入区１年目接客研修委託

旧入谷南小学校跡地活用基本計画等作成委
託

生涯学習センター地下駐車場消防設備改修
工事

避難行動要支援者管理システムの再構築

住民記録システム改修（ガバメントクラウドへの
移行）

子ども家庭支援システム改修（ガバメントクラウ
ドへの移行）

訪問徴収・電話催告システム改修（ガバメント
クラウドへの移行）

福祉育英資金システム改修（ガバメントクラウ
ドへの移行）
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（単位：千円）

№ 事 項 名 期　　間 限　　　度　　　額

13
令和7年度から
令和7年度まで

105,979

14
令和6年度から
令和7年度まで

7,797

15
令和6年度から
令和7年度まで

6,000

16
令和7年度から
令和7年度まで

6,053

17
令和7年度から
令和8年度まで

55,330

18
令和7年度から
令和8年度まで

90,878

19
令和6年度から
令和7年度まで

1,708

20
令和6年度から
令和7年度まで

4,718

21
令和6年度から
令和7年度まで

800

22
令和6年度から
令和7年度まで

34,430

23
令和7年度から
令和7年度まで

6,280

24
令和6年度から
令和8年度まで

35,585

25
令和6年度から
令和8年度まで

28,000

26
令和6年度から
令和9年度まで

674,658

鋸南自然の家大規模改修工事設計委託

足立清掃事務所改築基本計画策定委託

綾瀬駅東口駅前交通広場交通誘導業務委託

都市計画マスタープラン改定業務委託

産業振興関係施設改修事業（区民農園原状
復旧工事）

すこやかプラザ　あだち移転（衛生部）

起業家支援塾委託

千住宿開宿400周年を記念するフラッグ作成・
設置・撤去委託

すこやかプラザ　あだちオープニングセレモ
ニー会場設営及び撤去等業務委託

複合介入型はつらつ高齢者促進事業におけ
る基盤データベースの保守・管理等業務委託

京成関屋・牛田駅周辺地区まちづくり検討業
務委託

区営住宅等維持管理業務委託

すこやかプラザ　あだち移転（福祉部）

複合介入型はつらつ高齢者促進事業におけ
る基盤データベースの構築業務委託
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（単位：千円）

№ 事 項 名 期　　間 限　　　度　　　額

27
令和7年度から
令和7年度まで

5,800

28
令和7年度から
令和7年度まで

11,900

29
令和7年度から
令和7年度まで

36,000

30
令和7年度から
令和7年度まで

9,000

31
令和6年度から
令和7年度まで

6,400

32
令和6年度から
令和7年度まで

4,800

33
令和6年度から
令和7年度まで

4,860

34
令和6年度から
令和7年度まで

8,223

35
令和6年度から
令和7年度まで

205,271

36
令和6年度から
令和7年度まで

97,658

37
令和6年度から
令和9年度まで

350,000

小学校自然教室事業バス借上

中学校自然教室事業バス借上

千住仲町地区支障物移設負担金

北綾瀬プチテラス整備工事

足立一・二・三丁目地区支障物移設負担金

特別支援学級宿泊学習にかかるバス借上

宮城小学校施設更新に伴う設計等業務委託

舎人三丁目第二公園実施設計委託

毛長公園改修その３工事

ＳＳＲ（スモール・ステップ・ルーム）空間創造
委託

竹の塚第五公園撤去設計委託
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変　更
（単位：千円）

№ 事 項 名 期　　間 限　　　度　　　額

補
正
前

令和7年度から
令和7年度まで

12,300

補
正
後

令和7年度から
令和7年度まで

44,317

補
正
前

令和6年度から
令和7年度まで

1,870

補
正
後

令和6年度から
令和7年度まで

3,998

補
正
前

令和7年度から
令和7年度まで

75,710

補
正
後

令和7年度から
令和11年度まで

438,720

補
正
前

令和6年度から
令和9年度まで

422,400

補
正
後

令和6年度から
令和10年度まで

453,689

1
滞納管理システム改修（システム標準化
対応）

2
郷土博物館オープニングセレモニー会
場設営及び撤去等業務委託

3 すこやかプラザ　あだち総合管理委託

4 千住庁舎仮設事務所用プレハブ賃借
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令和６年度　国民健康保険特別会計補正予算（第２号）　債務負担行為補正

変　更

（単位：千円）

№ 事 項 名 期　　間 限　　　度　　　額

補
正
前

令和7年度から
令和7年度まで

17,500

補
正
後

令和7年度から
令和7年度まで

37,717

1
国保滞納整理システム改修（システム標
準化対応）
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特定目的基金の積立状況
↓R５決算時 （単位：千円）

一般会計 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

基金の主な使途
５年度末
現在高a

６年度
当初積立

６年度
当初取崩

６年度
当初現在高

1号
取崩

2号
取崩

剰余金
基金編入

3号
積立

3号
取崩

６年度末
現在高b

６年度末
現在高の割合

年度末
現在高比較b-a

Ⅰ　財源対策のための基金

1 財政調整基金
財源不足、災害復旧等必要とさ
れる事業

48,570,746 28,650 11,940,229 36,659,167 128,768 322,122 6,300,000 3,500,647 39,007,630 24.4% △ 9,563,116

2 減債基金 特別区債の償還 4,501,510 6,410 500,000 4,007,920 4,007,920 2.5% △ 493,590

合　計 53,072,256 35,060 12,440,229 40,667,087 128,768 322,122 6,300,000 0 3,500,647 43,015,550 26.9% △ 10,056,706

Ⅱ　施設整備のための基金（主にハード事業）

1 義務教育施設建設資金積立基金 小・中学校施設整備 56,277,114 78,420 6,326,107 50,029,427 1,070,899 6,000,000 54,958,528 34.3% △ 1,318,586

2 教育ＩＣＴ環境整備資金積立基金 教育ICT環境の更新 6,100,000 3,060 2,765,142 3,337,918 3,337,918 2.1% △ 2,762,082

3 子ども・子育て施設整備基金 保育施設、学童保育室の整備 595,681 3,308 232,506 366,483 366,483 0.2% △ 229,198

4 地域福祉振興基金
特別養護老人ホーム、障がい福
祉施設の整備

6,359,811 19,052 1,444,333 4,934,530 4,934,530 3.1% △ 1,425,281

5 公共施設建設資金積立基金
住区センター、地域学習セン
ター、スポーツ施設等の整備

49,916,694 65,570 8,576,387 41,405,877 62,059 41,343,818 25.8% △ 8,572,876

6
一般区営住宅改修整備資金積立基
金

区営住宅の大規模修繕・建替 1,620,848 152,260 146,143 1,626,965 1,626,965 1.0% 6,117

7 災害対策基金
防災強化に資する整備、被災後
の応急・復旧対策、耐震化助成

5,738,218 8,110 1,269,000 4,477,328 4,477,328 2.8% △ 1,260,890

8
竹の塚鉄道立体化及び関連都市計
画事業資金積立基金

竹ノ塚駅付近の鉄道立体化の整
備

1,322,012 2,570 341,467 983,115 983,115 0.6% △ 338,897

合　計 127,930,378 332,350 21,101,085 107,161,643 0 1,070,899 0 6,000,000 62,059 112,028,685 70.0% △ 15,901,693

Ⅲ　特定の事業推進のための基金（主にソフト事業）

1 育英資金積立基金
奨学金の給付・貸付・返済支援、
高校等入学準備金助成

2,252,983 598,374 342,136 2,509,221 2,509,221 1.6% 256,238

2 あだち子どもの未来応援基金
子ども食堂運営団体等の支援
児童養護施設退所時の支援

532,892 101,690 73,584 560,998 2,200 558,798 0.3% 25,906

3 協働・協創パートナー基金
居場所づくり等社会貢献活動を
行うNPO団体等への支援

211,106 1,300 9,000 203,406 203,406 0.1% △ 7,700

4 文化芸術振興基金
区民の芸術鑑賞、将来活躍を目
指すアーティストへの支援

278,331 390 16,600 262,121 48,619 310,740 0.2% 32,409

5 環境基金
エコ活動に取り組む区民・団体等
への支援

344,572 760 30,000 315,332 315,332 0.2% △ 29,240

6 緑の基金
保存樹樹木育成、樹木樹勢回
復、荒川河川敷桜づつみの管理

1,175,558 4,650 20,399 1,159,809 4,261 1,164,070 0.7% △ 11,488

合　計 4,795,442 707,164 491,719 5,010,887 0 0 0 52,880 2,200 5,061,567 3.2% 266,125

総合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 185,798,076 1,074,574 34,033,033 152,839,617 128,768 1,393,021 6,300,000 6,052,880 3,564,906 160,105,802 100.0% △ 25,692,274

介護保険特別会計
５年度末
現在高a

６年度
当初積立

６年度
当初取崩

６年度
当初現在高

1号
積立

1号
取崩

６年度末
現在高b

年度末
現在高比較b-a

1 介護保険給付準備基金 次期介護保険料の上昇抑制等 3,206,548 3,260 744,000 2,465,808 1,115,186 166,000 3,414,994 208,446

※表示金額は表示単位未満を四捨五入し、端数調整していないため合計に一致しない場合がある。

    　　  予算ベース

項　　　　　　目

項　　　　　　目
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